
 

埼玉県老人クラブ連合会が行う健康づくり支援事業費補助金交付要綱 

 

  （趣旨） 

第１条   県は、埼玉県老人クラブ連合会が行う健康づくり支援事業の円滑な運営を図るた

め、公益財団法人埼玉県老人クラブ連合会（以下「補助事業者」という。）に対し、予

算の範囲内において補助金を交付する。 

２   前項の補助金の交付に関しては、補助金等の交付手続等に関する規則（昭和４０年埼

玉県規則第１５号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めると

ころによる。 

  （補助対象事業等） 

第２条   補助の対象となる事業は、別紙「埼玉県老人クラブ連合会が行う健康づくり支援

事業について」により、補助事業者が行う事業とする。 

２   この補助金の交付額は、総事業費から当該事業に係る寄附金その他の収入を控除した 

額の範囲内において知事の定める額とする。 

  （交付の申請） 

第３条   規則第４条第１項の申請書の様式は、様式第１号のとおりとする。 

２   申請書の記載事項及び添付書類は様式第１号に記載のとおりとし、その提出部数は１

部とする。 

  （申請書の添付書類等） 

第４条   規則第４条第２項第５号に規定する知事の定める事項を記載した書類は、申請  

に係る会計年度の歳入歳出予算書又はその見込書の抄本とする。 

２   規則第４条第２項第１号から第４号までに掲げる事項に掲げる書類の添付は要しな  

い。 

  （交付の決定） 

第５条   規則第７条の交付決定通知書の様式は、様式第２号のとおりとする。 

２   規則第６条の交付の条件は様式第２号に記載のとおりとする。  

 （交付の方法）  

第５条の２ この補助金は、概算払いで交付することができるものとする。  

  （状況報告） 

第６条   補助事業者は、知事の要求があったときは、補助対象事業の遂行の状況について、 

当該要求に係る事項を書面で知事に報告しなければならない。 

  （実績報告） 

第７条   規則第１３条の報告書の様式は、様式第３号のとおりとする。 

２   前項の報告書は、毎年度の補助対象事業の完了（補助対象事業の廃止等の承認を受け 

た場合を含む。）後、速やかに提出する。 

３   報告書の記載事項及び添付書類は様式第３号に記載のとおりとし、その提出部数は１

部とする。 

  （補助金額の確定） 

第８条   規則第１４条の通知書の様式は、様式第４号のとおりとする。 

  （書類の整備等） 

第９条   補助事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿等を備え、

かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。  

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助金の額の確定の日の属する年度の終了

後５年間保管しなければならない。 

 

      附   則 

   この要綱は平成１５年４月１日から施行する。  



      附   則 

  この要綱は平成２１年３月１日から施行する。  

附   則 

   この要綱は平成２６年４月１日から施行する。  

附 則 

  この要綱は平成２７年４月１日から適用する。  

   附 則  

  この要綱は、平成３０年度に実施する事業から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 

 

埼玉県老人クラブ連合会が行う健康づくり支援事業実施について 

 

１ 目的   

埼玉県老人クラブ連合会が市町村老人クラブ連合会の健康づくりへの取組みを支援す

る事業を実施することを通じて、老人クラブ活動等のより一層の活性化を図り、高齢者

の健康づくり等を推進することにより、明るい長寿社会の実現と保健福祉の向上に資す

ることを目的とする。 

 

２ 事業実施主体  

埼玉県老人クラブ連合会 

 

３ 対象と考えられる事業 

（１）健康づくりの取組みに関する先進優良事例等各種情報収集・紹介 

 健康づくりに関する市町村老連の優良な先駆的・試行的取組事例や健康関係の各種

データを収集し、県内の他の市町村老連へ紹介する。 

（２）健康づくりの取組みに関する有識者によるアドバイス・現地指導 

県内の健康づくりに関する有識者を都道府県・指定都市老連に人材登録し、必要に

応じアドバイザーとして市町村老連へ紹介・派遣し助言等を行う。 

（３）健康づくりに関する広域的な各種研修等の共同実施 

必要に応じ、広域的な立場から、複数の市町村老連とともに、健康づくり事業の企

画・実施を共同して行う。 

（４）その他、高齢者の健康づくりに資するもの 

上記の（１）、（２）及び（３）以外に高齢者の健康づくりに資するもの。 

例えば、健康づくりをはじめとした地域活動を推進する総合的なリーダーの養成な

ど。 

 

４ その他留意事項 

（１）県補助対象事業として認めたものであっても事業にかかる経費のうち、以下につい

ては本事業費の対象経費としては適当ではないので注意すること。 

① 食糧費（ただし、講師、審判員等に対するものは除く） 

② 旅費（ただし、講師、審判員等に対するものは除く） 

③ 単位老人クラブ等、他団体へ補助金的に交付する経費 

④ その他、事業の実行に関係のないものや、本人負担とすることが適当であるも

のなど、経費として相応しくないもの。（例：参加賞購入費、史跡への拝観料、

保険料等） 

 

（２）事業計画の策定にあたっては、効率的・効果的にできるように行うこと。 

（３）事業計画書については、内容、対象経費内訳などを詳細に記載すること。 

 

 

 

 



様式第１号 

 

平成     年度埼玉県老人クラブ連合会が行う 

健康づくり支援事業費補助金交付申請書   

 

 

                                              平成     年     月     日 

 

       （あて先） 

        埼玉県知事   

 

 

                            住所 

                            名称 

                            代表者名 

 

 

  下記により、平成   年度埼玉県老人クラブ連合会が行う健康づくり支援事業費補助金の

交付を受けたいので、補助金等の交付手続きに関する規則第４条の規定により、関係書類

を添えて申請します。 

 

                                記 

  １   補助申請額           金                       円 

  ２   補助事業の目的 

 

 

  ３   補助事業の内容及び経費の配分 

      事業実施計画書（別紙１）及び所要額調書（別紙２） 

  ４   添付書類 

      平成     年度歳入歳出予算（見込）書抄本 



様式第２号 

 

平成   年度  埼玉県老人クラブ連合会が行う  

健康づくり支援事業費補助金交付決定通知書   

 

   第         号 

平成     年     月     日 

 

 

    公益財団法人埼玉県老人クラブ連合会 

      会   長                         様 

 

 

                                      埼玉県知事 

 

 

  平成     年     月     日付け   発第     号で申請のあった平成     年度埼玉県老人

クラブ連合会が行う健康づくり支援事業費補助金については、下記のとおり交付します。 

                                記 

 

１   交付決定額         金                         円 

 

２   支払い方法         概算払い 

 

３   交付の条件 

（１）事業に要する経費の配分又は事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）する場合に  

おいては、知事の承認を受けるべきこと。 

（２）事業を中止し、又は廃止する場合は知事の承認を受けるべきこと。 

（３）事業が予定の期間内に完了しない場合には、速やかに知事に報告して指示を受ける  

べきこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第３号 

 

平成     年度埼玉県老人クラブ連合会が行う健康づくり支援事業費補助金実績報告書 

 

 

                                              平成     年     月     日 

 

     （あて先） 

          埼玉県知事   

 

 

                          住所 

                          名称 

                          代表者名 

 

 

  平成     年     月     日付け  第         号で補助金の交付決定の通知を受けた標記

事業の実績について、補助金等の交付手続等に関する規則第１３条の規定により、関係書

類を添えて下記のとおり報告します。 

 

 

                                記 

  １   事業実施報告書（別紙１） 

  ２   補助金精算書（別紙２） 

  ３   歳入歳出決算（見込）書 

  ４   その他補助事業の成果が確認できるもの



様式第４号 

 

                                                        第          号 

                                                     平成   年   月     日 

 

    公益財団法人埼玉県老人クラブ連合会 

        会   長                      様 

 

 

                                      埼玉県知事 

 

 

平成     年度埼玉県老人クラブ連合会が行う健康づくり 

支援事業費補助金の交付確定について（通知）     

 

  平成   年     月     日付け   第       号で交付決定した平成     年度埼玉県老人ク

ラブ連合会が行う健康づくり支援事業費補助金については、平成   年   月     日付け   

発第     号による実績報告に基づき、下記のとおり確定する。 

 

                                      記 

 

     交付確定額             金                       円



＜様式１＞別紙１  

 

埼玉県老人クラブ連合会が行う健康づくり支援事業実施計画書  

 

事業名及び事業内容  

 

対象経費支出予定額  

経費区分  金額  積算内訳  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜様式３＞別紙１  

 

埼玉県老人クラブ連合会が行う健康づくり支援事業実施報告書  

 

事業名及び事業内容  

 

対象経費支出予定額  

経費区分  金額  積算内訳  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜ 様 式 １ ＞ 別 紙 ２  

所   要   額   調   書  

                                                      

（ 単 位  円 ）  

総 事 業 費 

 

A  

寄 付 金 そ の 

他 の 収 入 

B  

差 引 額 

 

C = B - A  

対 象 経 費 

支 出 予 定 額 

D  

県 補 助 

基 準 額 

E  

補 助 所 要 額 

 

F  

  

 

 

 

    

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 注 ） １  Ａ 欄 に は 、 該 当 事 業 に 係 る 総 事 業 費 を 記 入 す る 。  

   ２  Ｂ 欄 に は 、 該 当 事 業 に 係 る 寄 付 金 そ の 他 の 収 入 を 記 入 す る 。  

   ３  Ｆ 欄 に は 、 Ｄ 欄 と Ｅ 欄 を 比 較 し て 少 な い 方 の 額 を 記 入 す る 。



＜ 様 式 ３ ＞ 別 紙 ２  

 

補   助   金   精   算   書  

（

                                 （ 単 位  円 ）  

対 象 経 費  

実 支 出 額  

A  

対 象 経 費 に 係

る 寄 付 金 そ の

他 の 収 入  

B  

差 引 額  

C = A - B  

補 助 金  

交 付 決 定 額  

D  

補 助 金  

受 入 済 額  

E  

差 引  

過 不 足 額  

F ＝ E - C  

      

参     考  

 
総 事 業 費  

総 事 業 費 に 係 る

寄 付 金 そ の 他 の

収 入  

  

 

 

（ 注 ）  １  A 欄 に は 、 補 助 対 象 経 費 に 係 る 実 支 出 額 を 記 入 す る 。  

    ２  B 欄 に は 、 補 助 対 象 経 費 に 係 る 寄 付 金 そ の 他 の 収 入 を 記 入 す る 。  



 


